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神戸市中学校部活動の地域展開における「コベカツクラブ」募集要領（第３次募集） 

 

１．目的 

 神戸市では、部活動が果たしてきた役割を踏まえ、時代の変化に対応し、将来に渡って子

供たちが主体的に選択し、多様な活動に参加できる機会を確保することを目的として、令和

８年度に部活動を終了し、平日・休日ともに、生徒が地域の方々とともに活動する「神戸の

地域クラブ活動」＝「ＫＯＢＥ◆ＫＡＴＳＵ（コベカツ）」を開始する。 

 この取り組みの趣旨に沿って、活動主体（コベカツクラブ）として子供たちに安全な活動

の場を提供できる運営団体・実施主体を募集するにあたり、その手続きについて必要な事項

を定める。 

 

２．募集する「コベカツクラブ」の活動概要 

 

 ※第３次募集においては、以下の２つの募集枠で募集する。 

【指定型】 

▶中学１年生を対象に現在の部活動種目の継続意向を確認したアンケート結果を踏まえ、生徒の

移動可能範囲と学校施設の空き状況により「種目・活動」および「活動場所となる学校」を指定し、

募集する。 

▶募集する種目・活動は、「募集種目・活動場所一覧」を確認すること。 

 

【個別協議型】 

▶全市的にコベカツクラブの登録が少ない種目や、生徒（保護者）の要望に基づき立ち上げを検

討している団体など、すでに登録されているクラブへの影響が限定的で、一定の参加者が見込

まれる活動を募集する。 

▶申請前にコベカツクラブ事務局まで連絡し、協議すること。 

コベカツクラブ事務局連絡先 

電話番号：0120-58-3033（フリーダイヤル） 

070-3297-2928、070-3297-2958  

平日 9～17 時、電話・メール・対面（事前希望により土日祝の対応可） 

 

（１）活動内容 

  ・『「コベカツクラブ」のあり方についての方針』（令和６年 12 月策定）に基づき、スポ

ーツ・文化活動（これまでの部活動にない種目を含む）を実施する。 

   

（２）活動場所 

  ・種目に応じた活動が可能な場所とする。（神戸市内であることが望ましい。） 

   ただし、【指定型】については、神戸市教育委員会が指定する活動場所とする。 

  ・神戸市立中学校施設を使用することができる。ただし、使用の際には、今後策定予定

の『コベカツにおける中学校施設の使用に関する規程』を遵守すること。 

  ※現時点における学校ごとの施設及び設備一覧を参考とすること。 
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（３）対象 

  ・中学１～３年生（ただし、幼児・児童や大人の参加も可） 

 

（４）定員・会費 

  ・運営団体・実施主体において定める。ただし会費については、主に中学校施設を利用

するなどの工夫により、可能な限り低廉な金額を設定すること。 

 

（５）活動時間 

  ・平日は２時間程度、学校休業日は３時間程度までを基本とする。 

  ・中学校施設を使用する場合、平日は 16 時から 20 時 30 分のうち２時間程度まで、学

校の休業日は 18 時までの日中のうち３時間程度までを基本とし、学校ごとの施設状

況等を踏まえるものとする。 

・夏休みなど長期休業中は別途調整を行う。 

 

（６）活動期間 

  ・年度初めから年度末までの１年間（ただし、2026 年度は９月から開始） 

・年度ごとの更新制とし、神戸市教育委員会が定める事項について、年１回、 

指定する日までにＷＥＢ申請により届け出ること。 

 

３．運営団体・実施主体の応募資格等 

 次に掲げる条件を全て満たしていること。 

 ①神戸市立中学校に在籍している中学生が活動に参加できること。 

 ②神戸市が指定する研修を必ず受講すること。（活動に携わる指導者等は年１回の受講を

必須とし、活動開始までに受講すること。） 

 ③参加する子供たちの健康面に配慮し、活動中や移動中の安全確保に努め、事故やトラブ

ルの未然防止に努めること。 

 ④団体の責任者は 18 歳以上（高校生は除く）とし、団体は少なくとも３名以上で構成す

ること。（大学等の学生だけで団体を構成することは不可） 

 ⑤団体を構成する全ての者が、体罰・暴言・ハラスメントがいかなる場合にも決して許さ

れないものであるとの認識を持ち、これらの行為を決して行わないこと。 

 ⑥「神戸市契約事務等からの暴力団等の排除に関する要綱」に基づく除外措置を受けてい

ないこと。 

 ⑦参加者へ政治・宗教に関する活動をしないこと。 

 ⑧個人情報の保護に関する法律を遵守し、活動によって知り得た個人情報を適切に取り扱

うこと。 

 ⑨上記のほか、『「コベカツクラブ」のあり方についての方針』（令和６年 12 月策定）に則

った活動・運営を行うこと。 

 

４．応募方法 

 「ｅ－ＫＯＢＥ」（神戸市スマート申請システム）にて応募を受け付ける。 

  第３次募集期間  令和７年 11 月 18 日（火）～令和７年 12 月 18 日（木） 

※ 中学校施設の利用調整は、募集期間ごとに行うこととし、原則として施設ごとにこ

れまでの募集で使用が決まっていない曜日・時間帯のみ利用調整を行う。 
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５．審査の方法等 

（１）審査 

  ・「ｅ－ＫＯＢＥ」による申請時の入力内容をもとに、必要に応じて質問や確認等を行

い審査する。 

 

（２）審査結果の通知 

  ・審査結果はすべての応募者に文書で通知するほか、神戸市ホームページにおいて公表

する。電話等による問い合わせには応じない。 

  ・審査結果に対する異議申し立てはできない。 

 

６．活動開始までのスケジュール（予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．その他 

 ①申請に要する費用は、提案者の負担とする。 

 ②申請内容は、神戸市情報公開条例に基づき、非公開情報（個人情報、法人の正当な利益

を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となる。 

③審査の結果、登録された団体は、神戸市教育委員会が審査結果を公表する場合及び、今

後の部活動の地域展開の推進にあたって必要な場合に、申請内容の一部を必要な範囲で

使用することについて、あらかじめ承認するものとする。 

 ④特定の中学校施設において、同一種目の活動内容の提案が複数あった場合は、必要に応

じてヒアリングを行った上で、適切に活動を実施できるかどうか総合的に判断を行い選

定するとともに、別の活動場所を提示する場合がある。 

 ⑤質問・確認時の発言などは、審査対象となるため留意すること。 

 

８．問い合わせ（コベカツクラブ事務局） 

  コベカツクラブ立ち上げに関するご相談や、申請に関するご相談など 

  受付時間：平日９時から 17 時（事前希望により土日祝の対面・電話相談可） 

  電話番号：0120-58-3033（フリーダイヤル）、070-3297-2928、070-3297-2958 

 

〔参考資料〕 

 

 ◎『「コベカツクラブ」のあり方についての方針』 

  https://kobe-katsu.smartkobe-portal.com/static/pdf/kobekatsu_policy.pdf 

 

 

令和７年 11 月 18 日（火） 「コベカツクラブ」募集開始 

 12 月 18 日（木） 応募の締め切り 

令和８年 １月中 審査（必要に応じて質問・確認等） 

 ２月上旬 審査結果通知 

  結果の公表（３次募集） 

 ４月頃 

７月頃から 

コベカツクラブの指導者向け研修の開始 

体験入会の開始 

 ９月 「コベカツクラブ」活動開始 

https://kobe-katsu.smartkobe-portal.com/static/pdf/kobekatsu_policy.pdf
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 ◎募集種目・活動場所一覧 

  https://www.city.kobe.lg.jp/documents/82231/bosyuitiran.pdf 

 

 

 

 ◎学校施設利用状況 

  https://www.city.kobe.lg.jp/documents/82231/gakkogotoitiran.pdf 

 

 

 

 

◎中学校部活動の地域展開に関するアンケート結果 

  https://www.city.kobe.lg.jp/documents/82231/bessi.pdf 

 

 

 

 

 ◎神戸市立中学校施設・設備一覧（以下ページ内リンク） 

   https://kobe-katsu.smartkobe-portal.com/entry/ 

 

 

◎「ｅ－ＫＯＢＥ」（神戸市スマート申請システム） 

   令和７年 11 月 18 日公開 

 

 

https://www.city.kobe.lg.jp/documents/82231/bosyuitiran.pdf
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/82231/gakkogotoitiran.pdf
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/82231/bessi.pdf
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